
①  障害者控除認定書
◇申請に必要なもの
　●手続きに来られる方の本人確認書類　　●該当の方の介護保険被保険者証（写しでも可）
　●印鑑　　●医師意見書（介護保険の認定を受けていない方のみ）

②  おむつ代医療費控除証明書
概ね6ヵ月以上寝たきりで、おむつが必要と認められる方は、医療費控除におむつ代を含める事ができます。
◇申請に必要なもの
　●該当の方の介護保険被保険者証（写しでも可）　　●印鑑
※初めて控除を受けられる方や介護保険の認定を受けていない方は医療機関へご相談ください。

③  申請場所・期間
　仁多庁舎健康福祉課又は横田庁舎税務課　令和4年3月15日（火）まで

「障害者控除認定書」「おむつ代医療費控除証明書」を発行します。
所得税（住民税）の確定申告で必要な方へ
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【加入対象児童】 小学1年生から6年生
【申込書配布場所及び提出先】

各幼児園または結婚・子育て応援課
※現在、加入中のお子さんについては、各児童クラブから申込用紙をお渡しします。

◎詳しくは町ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
＜お問い合わせ＞  奥出雲町教育委員会  結婚・子育て応援課  有線：20－4271  電話：52－2206　 

病児保育施設 “ほっとすてい”

令和4年度放課後児童クラブ
加入申込みのお知らせ

令和4年度 登録申込みのお知らせ
　お子さんが病気にかかっていたり、回復期にあって安静にする必要があることなどから幼児園や小
学校に通うことができず、保護者が仕事等のため家庭で保育ができない場合に利用できます。
病児保育施設を利用するには、毎年度登録申込みが必要です。
※利用時間・料金等は町のホームページを確認していただくか、結婚・子育て応援課へお問い合わせ下さい。
登録対象年齢：生後1年～小学校6年生まで　※令和4年度から「小学校6年生」までの利用が可能とな

ります。
申込受付期間：1月17日（月）～　随時受付
申請書等設置場所：ほっとすてい、各幼児園、仁多庁舎 町民課、
　　　　　　　　横田庁舎 結婚・子育て応援課
申請書等提出先：各幼児園、各小学校、仁多庁舎 町民課、
　　　　　　　　横田庁舎 結婚・子育て応援課

【お問い合わせ】奥出雲町教育委員会　結婚・子育て応援課
                    有線：20－4272　電話：52－2206　

小学校下校後、就労等により保護者が家庭にいない児童に遊びや生活の場を提供します。

申込受付期間 ： 令和4年１月１7日㈪ ～ 令和4年２月１0日㈭

【お問い合わせ】 健康福祉課  保険グループ  有線：31－5122  電話：54－2511
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